
多賀城市上下水道告示第３号  

多賀城市下水道マンホール蓋デザイン使用に関する取扱要綱を次のよ

うに定める。  

令和７年４月２８日  

 

多賀城市下水道事業の管理者の権限を行う多賀城市長  深谷  晃祐  

 

多賀城市下水道マンホール蓋デザイン使用に関する取扱要綱  

(目的 ) 

第 1条  こ の 要 綱 は 、 市 の 下 水 道 事 業 の 普 及 啓 発 の た め 、 多 賀 城 市 下 水

道マンホール蓋デザイン (以下「デザイン」という。 )の有効的な活用

及び適切な使用を図ることを目的とする。  

(デザイン ) 

第 2条  デザインは、別図のとおりとする。  

(デザインに関する権利 ) 

第 3条  デザインに関する一切の著作権は、市に帰属する。  

(使用の許可 ) 

第 4条  デ ザ イ ン を 使 用 す る 者 (以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 )は 、 あ ら か じ

め多賀城市下水道マンホール蓋デザイン使用許可申請書 (様式第 1号。

以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 )に 、 当 該 デ ザ イ ン の 使 用 を 確 認 す る こ と が

できる書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管

理者」という。）に提出し、その許可を受けなければならない。この

場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、資料の提出を



もってこれに代えることができる。  

(1) 市が主催、共催又は後援する事業に関するとき。  

(2) 市が発注を行う工事、印刷業務等に関するとき。  

(3) 市 と 指 定 管 理 に お け る 契 約 を 締 結 し て い る 者 が 、 受 託 事 業 に お い

て使用するとき。  

(4) 地区自治会、まちづくり協議会等が行う事業に関するとき。  

(5) 市 か ら 委 嘱 さ れ た 者 が 、 そ の 職 務 等 の 範 囲 内 に お い て 使 用 す る と

き。  

(6) 市と協定、覚書等を締結した事業、行事等で使用するとき。  

(7) 国 又 は 地 方 公 共 団 体 若 し く は 一 部 事 務 組 合 、 公 益 社 団 法 人 等 が 使

用するとき。  

(8) 報道機関が、報道、広報等の目的で使用するとき。  

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が認めたとき。  

2 管 理 者 は 、 前 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 に つ い て

審査し、適当と認める場合は、多賀城市下水道マンホール蓋デザイン

使 用 許 可 通 知 書 (様 式 第 2号 。 以 下 「 許 可 通 知 書 」 と い う 。 )に よ り 申

請者に通知するものとする。  

3 管 理 者 は 、 前 項 の 許 可 を す る 場 合 に お い て 、 デ ザ イ ン を 適 切 に 使 用

させるために必要があるときは、申請書に係る事項につき修正を加え、

又は条件を付すことができるものとする。  

(使用の不許可 ) 

第 5条  管 理 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 デ

ザインの使用を許可しない。  



(1) 法令及び公序良俗に反するおそれがあるとき。  

(2) 政 治 、 選 挙 又 は 宗 教 活 動 の ほ か 、 法 律 に 抵 触 す る 活 動 等 に 関 与 す

るおそれがあるとき。  

(3) 不当な営利目的の宣伝や広告に利用するとき。  

(4) 市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあるとき。   

(5) その他管理者が不適当と認めたとき。  

2 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り デ ザ イ ン の 使 用 を 許 可 し な い と き は 、

多 賀 城 市 下 水 道 マ ン ホ ー ル 蓋 デ ザ イ ン 使 用 不 許 可 通 知 書 (様 式 第 3号 )

により申請者に通知するものとする。  

(使用許可の取消し ) 

第 6条  管 理 者 は 、 第 4条 第 2項 の 許 可 を 受 け た 者 (以 下 「 使 用 者 」 と い

う 。 )が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン の 使 用 許 可

を取り消すことができる。  

(1) この要綱の規定に違反したとき。  

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。  

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。  

2 前 項 の 規 定 に よ り 許 可 を 取 り 消 さ れ た 使 用 者 は 、 当 該 許 可 に 係 る デ

ザインを使用してはならない。この場合において、管理者は、使用者

にその旨を通知するものとする。  

3 管理者は、第 1項の規定により使用許可を取り消したことに伴い、使

用者に損害が生じることがあっても、その責任を負わない。  

(使用料 ) 

第 7条  デザインの使用料は、無料とする。  



(遵守事項等 ) 

第 8条  使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(1) デザインの使用許可を受けた目的又は用途にのみ使用すること。  

(2) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。  

(4) デ ザ イ ン を 使 用 し て 自 己 の 商 標 若 し く は 意 匠 に 使 用 せ ず 、 又 は 商

標権、意匠権等の知的財産権の申請をしないこと。  

(5) デ ザ イ ン を 使 用 す る 権 利 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。  

(6) 使 用 許 可 を 受 け た 使 用 期 間 が 経 過 し た 場 合 は 、 直 ち に デ ザ イ ン の

使用を取り止めること。  

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めること。  

2 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る も の に つ い て 、 市 の 推 奨 を 表 す も の で な い こ

とをホームページ等で明らかにするものとする。  

(1) デザインが掲載された商品、印刷物等  

(2) デ ザ イ ン が 掲 載 さ れ た 商 品 、 印 刷 物 等 を 製 造 、 販 売 又 は 発 行 し た

企業  

(3) 前 2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項  

(完成品の提出 ) 

第 9条  管 理 者 は 、 使 用 者 が デ ザ イ ン を 使 用 し て 作 成 し た 商 品 、 印 刷 物

等の完成品の検査を行うため、その完成品の提出を求めるものとする。

この場合において、完成品の提出が困難と認められるときは、その写

真の提出をもって代えることができる。  

(損害賠償 ) 

第 10条  管理者は、第 8条第 1項各号のいずれかに該当する行為により、



市に損害を生じさせた者に対して賠償を請求することができる。  

(紛争等の解決 ) 

第 11条  デザインの使用に関し、使用者と第三者の間に紛争が生じたと

きは、使用者の責任において解決しなければならない。  

(委任 ) 

第 12条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道部長が

定める。  

附則  

この告示は、公示の日から施行する。  


